
 

 

事件記録等の特別保存に関する規則の運用について 

  

令和６年１月１０日総三第３９２号高等裁判所長官、地

方、家庭裁判所長あて事務総長通達 

 

            改正 令和７年１０月１６日総三第６４４号 

            改正 令和８年 ４月２７日総三第３３４号 

 

事件記録等の特別保存に関する規則（令和５年最高裁判所規則第９号。以下「規則」という。）

の運用について下記のとおり定めましたので、これによってください。 

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。 

                    記 

１ 特別保存に付する認定を行う事件 

規則第３条の規定によって、裁判所の長が、事件記録、事件書類（平成４年２月７日付け

最高裁総三第８号事務総長通達「事件記録等保存規程の運用について」記第３の３の⑵及び

平成７年３月２４日付け最高裁総三第１４号総務局長通達「事件記録の保管及び送付に関す

る事務の取扱いについて」記第２の２の定めるところにより事件記録から分離されたものを

いう。以下同じ。）又は少年調査記録（以下「記録等」という。）について特別保存に付する

認定を行うのは、次の⑴から⑺までに掲げる事件とする。 

⑴ 重要な憲法判断が示された事件 

⑵ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示さ

れた事件 

⑶ 訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された事件 

⑷ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの 

⑸ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に

重要なもの 

⑹ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる事件 

⑺ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件 

２ 特別保存に付する認定を行う事件の基準及び基本方針 

⑴ 裁判所の長は、次の基準に該当する事件について、その記録等を特別保存に付する認定

を行う。 

ア 最高裁判所民事判例集、最高裁判所裁判集（民事）、最高裁判所刑事判例集及び最高

裁判所裁判集（刑事）のいずれかに判決等が登載された事件（１の⑴から⑶までに該

当） 

イ 主要日刊紙（地域面を含む。以下同じ。）のうち、２紙以上に終局に関する記事が掲

載された事件（１の⑷及び⑸に該当） 



 

 

ウ 事件担当部（当該事件を担当した本庁、支部、出張所又は簡易裁判所の部署をいう。

以下同じ。）又は事件を担当した執行官（以下「事件担当執行官」という。）（以下「事

件担当部等」と総称する。）から１の⑴から⑺までに該当するとして申出があった事件

（行政文書の管理に関するガイドライン（平成２３年４月１日内閣総理大臣決定）に規

定する「歴史的緊急事態」に該当するものと決定された事象又は災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第９７条に規定する「激甚災害」に指定された災害（対象区域 

を全国として指定されたものに限る。）に関連する事件（１の⑷及び⑸に該当）を含む。） 

⑵ 裁判所の長は、記録等について、事件及び理由を明示して、規則第７条の規定による特

別保存の要望（以下単に「要望」という。）がされたときは、当該理由を十分に参酌し、３

に定める選定委員会に意見を聴いた上で、特別保存に付するか否かの認定を行う。 

⑶ 規則第４条に規定する裁判所は、事件記録について特別保存をする場合には、当該事件

の事件書類、附属書類（事件記録等保存規程（昭和３９年最高裁判所規程第８号）第６条

に規定するところにより事件書類とともに保存する書類をいう。以下同じ。）及び附属事

項（令和７年１２月２３日付け最高裁総三第７９６号事務総長通達「電子情報処理組織を

使用する方法により申立て等を行うことができる事件の事務処理について」（以下「デジ

タル化通達」という。）記第１の８に定める附属事項をいう。以下同じ。）のうち書類につ

いても併せて特別保存をするものとし、事件書類について特別保存をする場合には、当該

事件の事件記録及び附属書類についても併せて特別保存をするものとする。 

３ 選定委員会 

⑴ 裁判所の長は、記録等について要望があった事件のうち、特別保存に付する認定が行わ

れた事件及び６から９までの認定プロセスにおいて特別保存予定となっている事件を除く

事件（以下「候補事件」という。）に関し、特別保存に付するか否かの認定を行うに当た

って意見を聴くために、選定委員会を設置する。 

⑵ 選定委員会の構成員は、各庁の裁判官及びその他の裁判所職員から裁判所の長が指名す

る。 

⑶ 選定委員会は、原則として毎年１１月から１２月までの間に、次に掲げる候補事件の記

録等について、裁判所の長に対し、特別保存に付するか否かの意見を具申する。 

ア 当該年に記録等の保存期間満了日を迎える候補事件 

イ 前年に保存期間満了日を迎えた候補事件で、前年の選定委員会で取り扱われなかった

事件 

ウ 翌年以降に保存期間満了日を迎える候補事件のうち、当該裁判所の長より意見を求め

られたもの 

４ ２の⑴のアの基準（判例集登載）による認定プロセス（事件記録及び事件書類関係） 

⑴ 第一審の記録係並びに記録係の置かれていない支部、出張所及び簡易裁判所における記

録係の事務を担当する者（記録係並びに記録係の置かれていない支部、出張所及び簡易裁

判所における記録係の事務を担当する者を総称して、別紙１を除き、以下「記録係等」と



 

 

いう。）は、最高裁判所から、事件の判決等が最高裁判所民事判例集、最高裁判所裁判集

（民事）、最高裁判所刑事判例集及び最高裁判所裁判集（刑事）のいずれかに登載された

旨の連絡を受けたときは、当該事件のうち、特別保存に付する認定を行っていない事件の

事件記録及び事件書類について、速やかに別紙様式第１－１の特別保存記録等保存票（少

年調査記録にあっては、別紙様式第１－２の特別保存調査記録保存票。以下「保存票」と

いう。）を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑵ 第一審の記録係等は、⑴の認定を得た事件が上訴審への係属があった事件である場合に

は、当該認定を得た旨を当該上訴審の記録係等に通知する。ただし、⑴の認定を得た事件

が、電子情報処理組織（民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）その他の法令の規定に規

定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により申立てその他の申述

等（以下「申立て等」という。）を行うことができる事件（以下「電子申立て対象事件」

という。）である場合は、この限りでない。 

⑶ 上訴審の記録係等は、⑵に定める通知を受けた事件の規則別表第二に掲げる裁判書の原

本について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑷ 第一審の記録係等は、⑴及び⑵の各処理を行う際に、また、上訴審の記録係等は、⑶の 

処理を行う際に、それぞれ別紙様式第２－１（少年調査記録にあっては別紙様式第２－２、 

規則別表第一の２９の項の執行記録（以下「執行記録」という。）にあっては別紙様式第 

２－３）の特別保存経過確認票（以下「確認票」という。）を作成し、所定の欄に必要な 

事項を記載し、又は記録する。 

５ ２の⑴のアの基準（判例集登載）による認定プロセス（少年調査記録関係） 

別紙１の１のとおり 

６ ２の⑴のイの基準（主要日刊紙２紙掲載）による認定プロセス（事件記録（執行記録を除

く。）及び事件書類関係） 

⑴ 第一審の本庁の事務局総務課は、主要日刊紙に掲載された第一審の事件終局に関する記

事（管内の支部、出張所及び簡易裁判所に関するものを含む。）の写しを、第一審の本庁

の記録係に交付する。 

⑵ 当該記録係は、⑴の記事の写しを確認し、２の⑴のイの基準に該当する事件について、

第一審の事件担当部に連絡する。 

⑶ ⑵の連絡を受けた事件担当部の当該事件を担当する裁判所書記官（別紙１を除き、以下

「担当書記官」という。）は、次のア及びイの各処理を行う。 

ア 電子申立て対象事件については、申立て等をしようとする者が当該申立て等のために

用いる情報システム（以下「電子提出システム」という。）の事件領域（デジタル化通

達記第１の３に定める事件領域をいう。以下同じ。）に「特別保存予定（２紙掲載）」と

記録するとともに、非電磁的事件記録（デジタル化通達記第１の６に定める非電磁的事

件記録をいう。以下同じ。）がある場合は事件記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙

掲載）」と朱書する。電子申立て対象事件以外の事件（以下「電子申立て非対象事件」



 

 

という。）については、事件記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書す

る。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する事務

の取扱いについて必要な事項は、最高裁判所事務総局総務局長（以下「総務局長」と

いう。）が定める。 

イ 裁判事務支援システム等の裁判事務を管理する各システム（別紙２を除き、以下「事

件管理システム」という。）の備考欄に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する。 

⑷ 第一審の記録係等は、事件担当部から事件記録の引継（管理の引継を含む。以下同じ。）

を受けた後、次のアからウまでの各処理を行い、第一審において確定した事件については、

当該事件の事件記録及び事件書類について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により 

特別保存に付する認定を得る。また、上訴がされた事件が電子申立て対象事件の場合は、 

上訴審への事件記録の送付（管理の引継を含む。以下同じ。）時に、ウの確認票は第一審

の記録係等において保存し、上訴審に対して特別保存予定である旨を通知する。上訴がさ

れた事件が電子申立て非対象事件の場合は、上訴審への事件記録の送付時に、ウの確認票

は第一審の記録係等において保存し、記録送付書に「特別保存予定（２紙掲載）」と記載

する方法によって通知する。 

ア ⑶のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 事件管理システムを使用していない事件については、事件簿の備考欄に「特別保存予

定（２紙掲載）」と記載する。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

⑸ 上訴審の本庁の事務局総務課は、主要日刊紙に掲載された当該審級の事件終局に関する

記事（管内の支部に関するものを含む。）の写しを、上訴審の本庁の記録係に交付する。 

⑹ 当該記録係は、⑸の記事の写しを確認し、２の⑴のイの基準に該当する事件について、

上訴審の事件担当部に連絡する。 

⑺ ⑹に定める連絡を受けた事件担当部の担当書記官は、事件記録を確認し、他の審級にお

いて特別保存予定となっていない事件について、次のア及びイの各処理を行う。 

 ア 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２

紙掲載）」と記録するとともに、上訴審の非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の

余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書する。電子申立て非対象事件については、上

訴審の事件記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する事務

の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

 イ 事件管理システムの上訴審の事件の備考欄に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する。 

⑻ 上訴審の記録係等は、事件担当部から事件記録の引継を受けた後、他の審級に事件記録

を引き継ぐ前に、⑺のア及びイの各処理が行われるべき事件のうち、電子申立て対象事件  

については、次のア及びエの各処理を行い、エの確認票を引き継ぐことにより他の審級に



 

 

対して特別保存予定である旨を通知し、電子申立て非対象事件については、規則別表第二

に掲げる裁判書の原本について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に 

付する認定を得るとともに、次のアからエまでの各処理を行い、エの確認票を保存した上、 

他の審級への事件記録の送付時に事件記録の末尾に確認票写しを編てつし、記録送付書に 

「特別保存予定（２紙掲載）、事件記録に確認票写し添付」と記載する方法により、他の審

級に対して特別保存予定である旨を通知する。 

ア ⑺のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 上訴審の事件記録表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」と朱書する。 

ウ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「裁判書原本を特別保存」と記載し、又は

記録する。 

エ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

⑼ 上訴審の記録係等は、他の審級で特別保存予定となっている事件のうち電子申立て非対

象事件について、他の審級への事件記録の送付の前に、規則別表第二に掲げる裁判書の原

本について、保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得るとともに、

次のアからエまでの各処理を行う。 

なお、エの確認票は作成した上訴審の記録係等において保存する。 

ア 上訴審の事件記録表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」と朱書する。 

イ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「裁判書原本を特別保存」と記載し、又は

記録する。 

ウ 記録送付書に「裁判書原本を特別保存」と記載する。 

エ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

⑽ 上訴審から事件記録の引継を受けた第一審の記録係等は、当該事件記録が、電子申立て

対象事件の場合は⑻に定める確認票による特別保存予定である旨の通知を確認し、電子申

立て非対象事件の場合は記録送付書への記載、上訴審による事件記録表紙への朱書及び事

件記録末尾への確認票写しの添付の有無を確認する。上訴審において２の⑴のイの基準に

該当するものとして特別保存予定となった事件のうち、電子申立て対象事件については、

電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２紙掲載）」とまだ記録されていない場

合には「特別保存予定（２紙掲載）」と記録し、第一審の非電磁的事件記録がある場合に

は事件記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書し、事件管理システムの備

考欄等に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録し、電子申立て非対象事件については、第

一審の事件記録表紙に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書し、事件簿又は事件管理シス

テムの備考欄等に「特別保存予定（２紙掲載）」と記載し、又は記録し、第一審又は上訴

審において特別保存予定となった事件の事件記録及び事件書類について速やかに保存票を

作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得るとともに、⑷のウの定めにより作

成した確認票又は⑻の定めにより上訴審から引き継いだ確認票若しくは送付された確認票

写しの所定の欄に必要な事項を記載する。 



 

 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する事務の

取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

⑾ 第一審の記録係等は、上訴があった事件のうち、上訴審への事件記録の送付後に２の⑴ 

のイの基準に該当して特別保存予定となった事件について、次のア及びイの各処理を行う。 

また、上訴審から事件記録の引継を受けた後、次のウ及びエの各処理を行い、速やかに保

存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得るとともに、電子申立て非対

象事件については、当該認定を行ったことを当該事件の上訴審の記録係等に通知する。 

 ア 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

 イ 事件簿又は事件管理システムの第一審の事件の備考欄等に「特別保存予定（２紙掲載）」

と記載し、又は記録する。 

ウ 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２

紙掲載）」とまだ記録されていない場合には「特別保存予定（２紙掲載）」と記録し、第

一審の非電磁的事件記録がある場合には事件記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲

載）」と朱書する。電子申立て非対象事件については、第一審の事件記録表紙に「特別

保存予定（２紙掲載）」と朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（２紙掲載）」と記録する事務

の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

エ 確認票の所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

 ⑿ 上訴審の記録係等は、電子申立て非対象事件であって⑾に定める通知を受けた事件の規

則別表第二の裁判書の原本について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保

存に付する認定を得るとともに、⑼のイ及びエの各処理を行う。 

なお、⑼のエの確認票は作成した上訴審の記録係等において保存する。 

７ ２の⑴のイの基準（主要日刊紙２紙掲載）による認定プロセス（少年調査記録及び執行記

録関係） 

 ⑴ 少年調査記録関係については、別紙１の２のとおり 

 ⑵ 執行記録関係については、別紙２の１のとおり 

８ ２の⑴のウの基準（事件担当部等申出）による認定プロセス（事件記録（執行記録を除く。）

及び事件書類関係） 

⑴ 第一審の担当書記官は、事件終局時における２の⑴のウの申出を行うか否かの検討結果

に従い、電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に申出の有無を記

録するとともに、非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の余白に申出の有無を記載

し、電子申立て非対象事件については、事件記録表紙の余白に申出の有無を記載する。こ

の場合において、申出を行うときは、いずれの事件においても、記録係等へ事件記録を引

き継ぐまでに次のア及びイの各処理を行うとともに、別紙様式第３の申出書（以下「申出

書」という。）を作成し、当該事件の事件記録とともに第一審の記録係等に送付する。 



 

 

なお、電子提出システムの事件領域に申出の有無を記録する事務の取扱いについて必要

な事項は、総務局長が定める。 

ア 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（事

件担当部申出）」と記録するとともに、非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の

余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書する。電子申立て非対象事件につい

ては、事件記録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（事件担当部申出）」と記録す

る事務の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

イ 事件管理システムの備考欄に「特別保存予定（事件担当部申出）」と記録する。 

⑵ 第一審の記録係等は、事件担当部から、事件記録の引継を受けた後、⑴の申出があった

事件について、申出書を受理した上で、次のアからウまでの各処理を行い、第一審で確定

した事件については、当該事件の事件記録及び事件書類について、速やかに保存票を作成

し、裁判所の長により特別保存の認定を得る。また、上訴がされた事件が電子申立て対象

事件の場合は、上訴審への事件記録の送付時に、ウの確認票及び申出書は第一審の記録係

等において保存し、上訴審に対して特別保存予定である旨を通知する。上訴がされた事件

が電子申立て非対象事件の場合は、上訴審への事件記録の送付時に、ウの確認票及び申出

書は第一審の記録係等において保存し、記録送付書に「特別保存予定（事件担当部申出）」

と記載する方法によって通知する。 

なお、第一審の記録係等に事件記録が引き継がれた後に⑴の申出があった場合は、第一

審の記録係等は、⑴のア及びイの処理を行うほか、この⑵と同様の処理を行う。 

ア ⑴のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 事件管理システムを使用していない事件については、事件簿の備考欄に「特別保存予

定（事件担当部申出）」と記載し、又は記録する。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

⑶ 上訴審の担当書記官は、事件記録を確認し、他の審級で特別保存予定となっていない事

件について、上訴審の事件終局時における２の⑴のウの申出を行うか否かの検討結果に従

い、電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に申出の有無を記録す

るとともに、上訴審の非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の余白に申出の有無を

記載し、電子申立て非対象事件については、上訴審の事件記録表紙の余白に申出の有無を

記載する。この場合において、申出を行うときは、いずれの事件についても、記録係等へ

事件記録を引き継ぐまでに次のア及びイの各処理を行うとともに、申出書を作成し、当該

事件の事件記録とともに上訴審の記録係等に送付する。 

なお、電子提出システムの事件領域に申出の有無を記録する事務の取扱いについて必要

な事項は、総務局長が定める。 

ア 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（事

件担当部申出）」と記録するとともに、上訴審の非電磁的事件記録がある場合は事件記



 

 

録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書する。電子申立て非対象事

件については、上訴審の事件記録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と

朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（事件担当部申出）」と記録す

る事務の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

イ 事件管理システムの上訴審の事件の備考欄に「特別保存予定（事件担当部申出）」と

記録する。 

⑷ 上訴審の記録係等は、事件担当部から事件記録の引継を受けた後、⑶の申出があった事

件について、申出書を受理した上で、他の審級への事件記録の送付の前に、次のアからウ

までの各処理を行う。 

ア 電子申立て対象事件の場合 

（ア）次のａ及びｂの各処理を行う。 

ａ ⑶のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

ｂ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

（イ）他の審級に事件記録を引き継ぐ際に、（ア）のｂの確認票及び⑶において送付され

た申出書を事件記録とともに引き継ぐことにより、他の審級に対して特別保存予定

である旨を通知する。 

イ 電子申立て非対象事件の場合 

（ア）規則別表第二に掲げる裁判書の原本について、速やかに保存票を作成し、裁判所の

長により特別保存に付する認定を得る。 

（イ）次のａからｄまでの各処理を行う。 

ａ ⑶のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

ｂ 上訴審の事件記録表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」と朱書する。 

ｃ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「裁判書原本を特別保存」と記載し、

又は記録する。 

ｄ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

（ウ）（イ）のｄの確認票及び⑶の定めにより送付された申出書は、作成及び申出が行わ

れた上訴審の記録係等において保存し、他の審級への事件記録の送付時に、事件記録

の末尾に確認票写し及び申出書写しを編てつし、記録送付書に「特別保存予定（事件

担当部申出）、事件記録に確認票写し及び申出書写し添付」と記載する方法により、

他の審級に対して特別保存予定である旨を通知する。 

ウ いずれの事件についても、上訴審の記録係等に事件記録が引き継がれた後に⑶の申出

があった場合は、⑶のア及びイの各処理を行うほか、ア及びイと同様の処理を行う。 

⑸ 上訴審の記録係等は、他の審級において特別保存予定となっている事件であって電子申

立て非対象事件について、他の審級への事件記録の送付の前に、規則別表第二に掲げる裁



 

 

判書の原本について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定

を得るとともに、次のアからエまでの各処理を行う。 

なお、エの確認票は作成した上訴審の記録係等において保存する。 

ア 上訴審の事件記録表紙の余白に「裁判書原本を特別保存」と朱書する。 

イ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「裁判書原本を特別保存」と記載し、又は

記録する。 

ウ 記録送付書に「裁判書原本を特別保存」と記載する。 

エ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

⑹ 上訴審から事件記録の引継を受けた第一審の記録係等は、電子申立て対象事件について

は、⑷の定めによる確認票及び申出書による特別保存予定である旨の通知を確認し、電子

申立て非対象事件については、記録送付書の記載、上訴審による事件記録表紙への朱書並

びに事件記録末尾への確認票写し及び申出書写しの添付の有無を確認する。上訴審におい

て⑶の申出があった事件のうち、電子申立て対象事件については、電子提出システムの事

件領域に「特別保存予定（事件担当部申出）」とまだ記録されていない場合には「特別保

存予定（事件担当部申出）」と記録し、第一審の非電磁的事件記録がある場合には事件記

録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書し、事件管理システムの第一

審の事件の備考欄等に「特別保存予定（事件担当部申出）」と記録し、電子申立て非対象

事件については、第一審の事件記録表紙に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書す 

るほか、事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「特別保存予定（事件担当部申出）」

と記載し、又は記録する。いずれの事件についても、第一審又は上訴審で特別保存予定と

なった事件の事件記録及び事件書類について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長によ

り特別保存の認定を得るとともに、⑵の定めにより作成した確認票又は⑷の定めにより上

訴審から引き継いだ確認票若しくは送付された確認票写しの所定の欄に必要な事項を記載

する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存予定（事件担当部申出）」と記録する

事務の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

９ ２の⑴のウの基準（事件担当部等申出）による認定プロセス（少年調査記録及び執行記録

関係） 

 ⑴ 少年調査記録関係については、別紙１の３のとおり 

 ⑵ 執行記録関係については、別紙２の２のとおり 

10 ２の⑵の基準（特別保存の要望）による認定プロセス（事件記録（執行記録を除く。）及

び事件書類関係並びに少年調査記録関係） 

⑴ 規則第７条の要望は、原則として別紙様式第４の要望書を提出する方法によることとし、

その方法等については、ウェブサイトに掲載して公表するとともに、弁護士会に情報提供 

を行う。 



 

 

⑵ ⑴の要望書が提出された際は、規則第３条各号に掲げる裁判所の記録係等において受理

する。 

なお、少年保護事件記録又は少年調査記録のいずれか一方のみについて要望がされたと

きは、少年保護事件記録及び少年調査記録の双方について要望があったものとして取り扱

う。 

⑶ 候補事件が電子申立て非対象事件の場合の記録係等は、⑵の要望書を受理した後、候補

事件について、候補事件となった旨を、当該事件に係る他の審級の記録係等に通知する。 

⑷ 管内の支部、出張所及び簡易裁判所の記録係の事務を担当する者は、⑵の要望書を受理

した後、当該要望書を本庁の記録係に送付する。 

⑸ 第一審又は候補事件が電子申立て非対象事件の場合の上訴審の記録係等は、候補事件 

（⑶の定めによる通知を受けたものを含む。）について、次のアからエまでの各処理を行

う。 

なお、候補事件（⑶の定めによる通知を受けたものを含む。）の記録等については、記

録等の保存期間満了の後も、特別保存に付するか否かの認定を行うまでは廃棄しないもの

とする。 

 ア 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存候補」と

記録するとともに、非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の余白に「特別保存候

補」と朱書する。電子申立て非対象事件については、事件記録又は少年調査記録の表紙

の余白に「特別保存候補」と朱書する。さらに、少年調査記録については、同記録表紙

の特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の右に㊕と朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存候補」と記録する事務の取扱いにつ

いて必要な事項は、総務局長が定める。 

イ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等（少年調査記録については、索引票の「保存」

の箇所又は裁判事務支援システムの備考欄）に「特別保存候補」と記載し、又は記録す 

る。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載し、又は記録する。 

エ 他の記録等と明確に区別して保管又は管理する。ただし、少年調査記録について、⑹

の定めにより返還又は送付を受けてアからウまでの各処理を行った場合を除く。 

なお、候補事件が電子申立て対象事件の場合における他の記録等と明確に区別して管

理する事務の取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

⑹ 少年調査記録について要望を受けた場合であって、既に少年審判規則（昭和２３年最高

裁判所規則第３３号）第３７条の２第１項の規定により当該少年調査記録を保護処分の執

行機関に送付したときは、別紙様式第９－１の特別保存に係る少年調査記録返還依頼書（

以下「返還依頼書」という。）により、保護処分の執行機関において当該少年調査記録を

返還することによる事務支障がないときに、一時的に返還を受け、既に少年調査記録規程

（昭和２９年最高裁判所規程第５号）第４条第１項の規定により当該少年調査記録を新た



 

 

な事件の係属した家庭裁判所に送付したときは、別紙様式第９－２の特別保存に係る少年

調査記録送付依頼書（以下「送付依頼書」という。）により、新たな事件の係属した家庭

裁判所において、少年調査記録を返還することによる事務支障がないときに、一時的に送

付を受け、⑸のアからウまでの各処理を行う。ただし、同一の事件について複数回の要望

を受理した場合は、当該処理を１度行えば足りる。 

⑺ ３の⑶の規定により選定委員会が少年調査記録について特別保存に付するか否かの意見

を具申する場合であって、既に少年審判規則第３７条の２第１項の規定により当該少年調

査記録を保護処分の執行機関に送付したとき又は既に少年調査記録規程第４条第１項の規

定により当該少年調査記録を新たな事件の係属した家庭裁判所に送付したときは、⑹の定

めと同様に、一時的に当該少年調査記録の返還又は送付を受ける。 

⑻ 裁判所の長は、選定委員会に意見を聴いて、候補事件の記録等について特別保存に付さ

ない認定をしようとする場合には、その適否について、最高裁判所が設置する記録の保存

の在り方に関する委員会に、別紙様式第５に要望の理由及び事件の概要、特別保存に付さ

ない認定をしようとする理由並びにその他同委員会の判断に資する事項を記載し、要望書

の写しを添付した上で、意見を求める。 

なお、別紙様式第５に記載する事件の概要の記載は、当該事件に係る事件書類の写し又

は電子裁判書等（デジタル化通達記第１の７に定める電子裁判書等をいう。）の複製を添

付することにより、これに代えることができる。 

⑼ 裁判所の長は、⑻の定めにより記録の保存の在り方に関する委員会に意見を求めたとき

は、同委員会の意見を尊重して特別保存に付するか否かの認定を行う。 

なお、要望に対する認定を行ったときは、別紙様式第６の報告書により速やかに最高裁

判所に報告する。 

⑽ 裁判所の長は、要望に対する認定を行ったときは、要望を提出した者に対し、別紙様式

第７の通知書によりその結果を通知する。 

⑾ 裁判所の長が候補事件の記録等について特別保存に付する認定を行ったときは、⑵の記

録係等は、当該事件の記録等について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長の確認を受

ける。また、記録等について特別保存に付さない認定が行われた候補事件について、次の

アからウまでの各処理を行う。 

ア 電子申立て対象事件については、⑸のアの定めによる電子提出システムの事件領域の

記録を削除するとともに、第一審の非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の朱書

を二重線で削除する。電子申立て非対象事件については、⑸のアで行った事件記録又は

少年調査記録の表紙への朱書を二重線で削除する。 

イ ⑸のイで行った事件簿又は事件管理システムの備考欄等への記載又は記録に、「付さ

ない認定済み」と追記し、又は記録する。 

ウ 当該事件が電子申立て対象事件の場合、⑸のエの定めによる管理の処理を解除する。 



 

 

⑿ ⑵の記録係等は、要望を受けてから結果通知までの経過について、確認票の所定の欄に

必要な事項を記載する。 

⒀ ⑵の記録係等は、電子申立て非対象事件については、当該要望に対する認定の結果につ

いて、当該事件の他の審級の記録係等に通知する。 

⒁ ⒀に定める通知を受けた上訴審の記録係等は、通知を受けた事件のうち、他の審級にお 

いて特別保存に付する認定が行われた事件に係る規則別表第二に掲げる裁判書の原本につ 

いて、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得るとともに、

次のア及びイの各処理を行う。また、特別保存に付さない認定が行われた候補事件につい 

て、⑾のア及びイの各処理を行う。 

 ア 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「事件記録の特別保存（要望）により、裁

判書原本を特別保存済」と記載し、又は記録する。 

 イ 確認票の所定の欄に必要な事項を記載する。 

⒂ ⒀に定める通知を受けた第一審の記録係等は、通知を受けた事件のうち、上訴審におい

て特別保存に付する認定が行われた事件の事件記録及び事件書類について、速やかに保存

票を作成し、裁判所の長により特別保存の認定を得る。また、特別保存に付さない認定が

行われた候補事件について、⑾のア及びイの各処理を行う。 

11  ２の⑵の基準（特別保存の要望）による認定プロセス（執行記録関係） 

  別紙２の３のとおり 

12 特別保存に付する認定が行われた後の処理 

⑴ 特別保存をする裁判所の記録係等（執行記録については、総括執行官。以下この⑴にお

いて同じ。）は、裁判所の長により特別保存に付する認定が行われた記録等について、次

のアからキまでの各処理を行う。 

ア 電子申立て対象事件については、電子提出システムの事件領域に「特別保存」と記録

するとともに、非電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の余白に「特別保存」と朱

書する。電子申立て非対象事件については、事件記録表紙及び少年調査記録表紙（執行

記録については、執行記録表紙）の余白に「特別保存」と朱書する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「特別保存」と記録する事務の取扱いについて

必要な事項は、総務局長が定める。 

イ 事件簿又は事件管理システムの備考欄等に「特別保存」と朱書し、又は記録する。少

年調査記録については、索引票の「保存」の箇所又は裁判事務支援システムの備考欄に

「特別保存」と朱書し、又は記録する。 

なお、このイの前段に定めるもののほか、特別保存をする裁判所の記録係等が裁判所

の長により特別保存に付する認定が行われた記録等について事件管理システムに記録す

る事務に関し必要なものは、総務局長が定める。 



 

 

ウ 電子申立て対象事件については、附属事項のうち書類を附属事項の書類の編冊（デジ

タル化通達第２の６の⑹のエに定める附属事項の書類の編冊をいう。以下同じ。）から

分離して別に編冊を作成し、その表紙に「特別保存」と朱書する。 

エ 電子申立て非対象事件については、事件書類を事件書類の編冊から分離して編冊を作

成し、その表紙に「特別保存」と朱書する。事件書類の編冊の全部を特別保存に付する

ときは、その表紙及び裁判原本等保存簿の当該編冊の「備考」の箇所に「特別保存」と

朱書する。 

オ アからエまでの各処理を終えたことを確認票又は上訴審から送付された確認票写しの

所定の欄を利用して確認する。 

カ 保存票に当該事件に係る次の文書を別紙として添付し、特別保存に付する認定を行っ

た裁判所の記録係等において保存する。 

（ア）確認票（上訴審から送付された写しを含む。） 

（イ）事件担当部等より提出された申出書（上訴審から送付された写しを含む。） 

   キ 他の記録等と明確に区別して保管又は管理する。ただし、⑶の場合は、少年調査記

録が特別保存をする家庭裁判所に送付された後に当該裁判所において行う。 

なお、電子申立て対象事件の記録等について特別保存に付する認定がされた場合にお

ける他の記録等と明確に区別して管理する事務の取扱いについて必要な事項は、総務局

長が定める。 

⑵ 裁判所の長は、前年の１月から１２月までの間に、記録等を特別保存に付する認定を行

った事件について、別紙様式第８の一覧表を作成の上、これを毎年適宜の時期にウェブサ

イトに掲載して公表する。 

⑶ 少年調査記録について、規則第４条の規定により特別保存をする家庭裁判所と少年調査

記録規程第５条の規定により保存をする家庭裁判所が同一でない場合（一方が本庁で一方

が支部の場合を含む。）は、保存をする裁判所は、当該少年調査記録の保存期間の満了後

速やかに、当該少年調査記録を別紙様式第１０の特別保存をする家庭裁判所に対する少年

調査記録送付書により特別保存をする家庭裁判所に送付する。 

13 誤廃棄防止のための確認 

第一審及び上訴審の記録係等並びに総括執行官は、特別保存をした記録等の誤廃棄を防止

するため、毎年適宜の時期に、次の事項を確認し、裁判所の長に報告する。 

⑴ 現に特別保存をしている記録等と保存票を照合し、過不足がないこと。 

⑵ 当該記録等が、他の記録等と明確に区別して保管又は管理されていること。 

14 特別保存の報告 

  特別保存に付する認定を行ったときは、保存票（１２の⑴のカに定める添付文書を含む。

１４において同じ。）の写し（保存票を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報 



 

 

処理の用に供されるものをいう。１４において同じ。）により備え付けた場合にあっては、

当該電磁的記録の複製。１４において同じ。）を送付する方法により遅滞なく最高裁判所に

報告する。 

なお、保存票の写しは、遅くとも認定を行った日の翌年の１月２０日までに送付するもの

とする。 

15 最高裁判所への移管 

規則第５条の規定により、特別保存をした記録等を最高裁判所に移管したときは、その旨

及び引継の年月日を保存票の「備考」の箇所に記載する。 

16 内閣総理大臣への移管 

 ⑴ 規則第６条に規定する事件記録及び事件書類（以下「移管対象記録等」という。）のうち、 

次に掲げる事由により最高裁判所が送付を留保すると指定したものは、その指定が解除さ

れるまで独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）に送付しない。 

   ア 展示資料等として現に使用しているもの 

   イ 事件記録等保存規程第９条又は電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を

行うことができる事件の事件記録保存規程（令和７年最高裁判所規程第４号）第８条

の規定により保存期間を延長しているもの 

   ウ 訴訟関係人の利益保護等のために訴訟手続において採られた措置等に鑑み、裁判所に 

おいて保存することが適当であるもの 

 ⑵ 移管対象記録等であって⑴の定めによる指定がされた事件記録のうち、電子申立て対象

事件については電子提出システムの事件領域に「送付留保保存」と記録するとともに、非

電磁的事件記録がある場合は事件記録表紙の余白に「送付留保保存」と朱書し、附属事項

のうち書類がある場合は１２の⑴のウの定めにより作成した編冊から分離して編冊を作成

し、当該編冊の表紙に「送付留保保存」と朱書し、電子申立て非対象事件については事件

記録表紙に「送付留保保存」と朱書する。移管対象記録等であって⑴の定めによる指定が

された事件書類については、１２の⑴のエの定めにより作成した編冊から分離して編冊を

作成し、その編冊を裁判原本等保存簿に登載した上、その編冊の表紙及び裁判原本等保存

簿の当該編冊の「備考」の箇所に「送付留保保存」と朱書する。移管対象記録等である事

件書類又は附属事項の書類の編冊の全部について⑴の定めによる指定がされたときは、そ 

の表紙及び裁判原本等保存簿の当該編冊の「備考」の箇所に「送付留保保存」と朱書する。

移管対象記録等であって⑴の定めによる指定がされた事件記録の保存票については、当該 

保存票の「備考」の箇所に「送付留保保存」と朱書し、又は記録する。 

なお、電子提出システムの事件領域に「送付留保保存」と記録する事務の取扱いについ

て必要な事項は、総務局長が定める。 

⑶ 移管対象記録等を国立公文書館に送付したときは、保存票の「備考」の箇所に、送付の

年月日及び国立公文書館に送付した旨を記載する。 



 

 

 ⑷ この通達に定めるもののほか、移管対象記録等の国立公文書館への送付に関する事務の

取扱いについて必要な事項は、総務局長が定める。 

17 その他 

⑴ 本通達において記録係等又は総括執行官が行うこととされている事務について、各庁の

実情に応じて記録係等又は総括執行官以外の部署を特定して担当させることを妨げない。 

⑵ 新たなシステムを一部の裁判所で先行して利用する場合の当面の事務の取扱いについ

て必要な事項は、総務局長が定める。 

  付 記 

 この通達は、令和６年１月３０日から実施する。 

  付 記 

 この通達は、令和７年１１月４日から実施する。 

  付 記 

 この通達は、令和８年５月２１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙１ 

本文２の⑴の各基準による認定プロセス（少年調査記録関係） 

１ 本文２の⑴のアの基準（判例集登載）による認定プロセス 

⑴ 第一審の記録係及び記録係の置かれていない支部における記録係の事務を担当する者

（記録係及び記録係の置かれていない支部における記録係の事務を担当する者を総称し

て以下別紙１において「記録係等」という。）は、最高裁判所から、事件の決定等が最高裁

判所刑事判例集及び最高裁判所裁判集（刑事）のいずれかに登載された旨の連絡を受けた

ときは、当該事件のうち、特別保存に付する認定を行っていない事件の少年調査記録につ

いて、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑵ 第一審の記録係等は、⑴の処理を行う際に、確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を

記載するとともに、少年調査記録表紙の特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件

の事件番号の右に㊕と朱書する。 

⑶ 第一審の記録係等は、⑴の処理を行う場合であって、既に少年審判規則（昭和２３年最

高裁判所規則第３３号）第３７条の２第１項の規定により少年調査記録を保護処分の執行

機関に送付したときは、返還依頼書により、執行機関において当該少年調査記録を返還す

ることによる事務支障がない時に、一時的に返還を受け、既に少年調査記録規程（昭和２

９年最高裁判所規程第５号）第４条第１項の規定により少年調査記録を新たな事件の係属

した家庭裁判所に送付したときは、送付依頼書により、新たな事件の係属した家庭裁判所

において当該少年調査記録を送付することによる事務支障がない時に、一時的に送付を受

ける。 

２ 本文２の⑴のイの基準（日刊紙２紙掲載）による認定プロセス 

⑴ 第一審の本庁の事務局総務課は、主要日刊紙に掲載された第一審の事件終局に関する記

事（管内の支部に関するものを含む。）の写しを第一審の本庁の記録係に交付する。 

⑵ 当該記録係は、⑴の記事の写しを確認し、本文２の⑴のイに該当する事件について、第

一審の事件担当部に連絡する。 

⑶ ⑵の連絡を受けた事件担当部の当該事件を担当する裁判所書記官（以下別紙１において

「担当書記官」という。）は、次のア及びイの処理を行う。 

ア 少年調査記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書し、同表紙の特別保

存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の右に㊕と朱書する。 

イ 裁判事務支援システムの備考欄に「特別保存予定（２紙掲載）」と入力する。 

⑷ 第一審の記録係等は、事件担当部から少年調査記録の引継を受けた後、次のアからウま

での処理を行い、⑸又は⑹の規定により特別保存に付する認定を得る。また、⑸又は⑹の

規定により特別保存に付する認定を得る前に上訴がされた事件については、上訴審への少

年調査記録送付時、ウの確認票は第一審の記録係等において保存し、記録送付書に「少年

調査記録につき特別保存予定（２紙掲載）」と記載する方法により、上訴審に対し特別保存

予定である旨を通知する。 



 

 

ア ⑶のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 裁判事務支援システムを利用していない事件については、索引票の「保存」の箇所に

「特別保存予定（２紙掲載）」と記載する。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

⑸ 第一審の記録係等は、少年審判規則第３７条の２第１項の規定により少年調査記録を保

護処分の執行機関に送付する場合であって送付前に特別保存に付する認定を得ることが

できるとき又は少年調査記録規程第６条の規定により終局決定の日から保存期間が始ま

る場合は、速やかに保存票を作成して裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑹ 第一審の記録係等は、少年審判規則第３７条の２第１項の規定により少年調査記録を保

護処分の執行機関に送付する場合であって、送付前に特別保存に付する認定を得ることが

できないときは、執行機関に対して当該少年調査記録を送付した後、返還依頼書により、

執行機関において当該少年調査記録を返還することによる事務支障がない時に、一時的に

返還を受け、速やかに保存票を作成して裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑺ 上訴審の本庁の事務局総務課は、主要日刊紙に掲載された当該審級の事件終局に関する

記事（管内の支部に関するものを含む。）の写しを、当該審級の本庁の記録係に交付する。 

⑻ 当該記録係は、⑺の記事の写しを確認し、本文２の⑴のイに該当する事件について、上

訴審の事件担当部に連絡する。 

⑼ ⑻の連絡を受けた事件担当部の担当書記官は、少年調査記録を確認し、他の審級におい

て特別保存予定となっていない事件について、少年調査記録表紙の余白に「特別保存予定

（２紙掲載）」と朱書し、同表紙の特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件の事

件番号の右に㊕と朱書する。 

⑽ 上訴審の記録係等は、事件担当部から少年調査記録の引継を受けた後、⑼の処理が行わ

れた事件について、次のア及びイの処理を行う。なお、他の審級への同記録送付時に、同

記録の末尾に確認票を編てつし、記録送付書に「少年調査記録につき特別保存予定（２紙

掲載）、少年調査記録に確認票添付」と記載する方法により、他の審級に対し特別保存相当

である旨を通知する。 

ア ⑼の朱書が行われていることを確認する。  

イ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

⑾ 上訴審から記録の返還を受けた第一審の記録係等は、⑽の記録送付書への記載、上訴審

による少年調査記録表紙への朱書及び同記録末尾への確認票の添付の有無を確認し、上訴

審において本文２の⑴のイの基準に該当するものとして特別保存予定となった事件につ

いて、索引票の「保存」の箇所又は裁判事務支援システムの備考欄へ「特別保存予定（２

紙掲載）」と記載又は入力をし、第一審又は上訴審において特別保存予定となった事件の

少年調査記録について、⑸又は⑹の規定により特別保存に付する認定を得るとともに、⑷

で作成した確認票又は⑽で上訴審から送付された確認票の所定の欄に必要な事項を記載

する。 



 

 

⑿ 第一審の記録係等は、上訴があった事件のうち、上訴審へ少年調査記録を送付した後に

本文２の⑴のイの基準に該当して特別保存予定となった事件について、次のア及びイの処

理を行う。また、上訴審から少年調査記録の返還を受けた後、次のウ及びエの処理を行い、

⑸又は⑹の規定により特別保存に付する認定を得る。 

ア 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

イ 索引票の「保存」の箇所又は裁判事務支援システムの備考欄に「特別保存予定（２ 

紙掲載）」と記載又は入力する。 

ウ 少年調査記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書し、同表紙の特別保

存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の右に㊕と朱書する。 

エ 確認票の所定の欄に必要な事項を記載する。 

⒀ 第一審の記録係等は、既に少年調査記録規程第４条第１項の規定により少年調査記録を

新たな事件の係属した家庭裁判所に送付した場合において、本文２の⑴のイの基準に該当

すると認めたときは、送付依頼書により、新たな事件の係属した家庭裁判所において当該

少年調査記録を送付することによる事務支障がない時に、一時的に送付を受け、速やかに

保存票を作成して裁判所の長により特別保存の認定を得る。 

３ 本文２の⑴のウの基準（事件担当部等申出）による認定プロセス 

⑴ 第一審の担当書記官は、事件終局時における本文２の⑴のウの申出を行うか否かの検討

結果に従い、少年調査記録表紙の余白に申出の有無を記載し、申出を行う場合には、記録

係等へ少年調査記録を引き継ぐまでに次のア及びイの処理を行うとともに、申出書を作成

し、当該少年調査記録に添付して第一審の記録係等に送付する。 

ア 少年調査記録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当部申出）」と朱書し、同表紙の

特別保存に付する認定を行う原因となるべき事件の事件番号の右に㊕と朱書する。 

イ 裁判事務支援システムの備考欄に「特別保存予定（事件担当部申出）」と入力する。 

⑵ 第一審の記録係等は、事件担当部から少年調査記録の引継を受けた後、⑴の申出があっ

た事件について、申出書を受理した上で、次のアからウまでの処理を行い、⑶又は⑷の規

定により特別保存に付する認定を得る。また、⑶又は⑷の規定により特別保存に付する認

定を得る前に上訴がされた事件については、上訴審への少年調査記録送付時、ウの確認票

及び申出書は第一審の記録係等において保存し、記録送付書に「少年調査記録につき特別

保存予定（事件担当部申出）」と記載する方法により、上訴審に対し特別保存予定である旨

を通知する。なお、第一審の記録係等に事件記録が引き継がれた後に申出があった場合は、

⑴のア及びイの処理を行うほか、前記と同様の処理を行う。 

ア ⑴のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 裁判事務支援システムを利用していない事件については、索引票の「保存」の箇所に

「特別保存予定（事件担当部申出）」と記載する。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 



 

 

⑶ 第一審の記録係等は、少年審判規則第３７条の２第１項の規定により少年調査記録を保

護処分の執行機関に送付する場合であって送付前に特別保存に付する認定を得ることが

できるとき又は少年調査記録規程第６条の規定により終局決定の日から保存期間が始ま

る場合は、速やかに保存票を作成して裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑷ 第一審の記録係等は、少年審判規則第３７条の２第１項の規定により少年調査記録を保

護処分の執行機関に送付する場合であって、送付前に特別保存に付する認定を得ることが

できないときは、執行機関に対して当該少年調査記録を送付した後、返還依頼書により、

執行機関において当該少年調査記録を返還することによる事務支障がない時に、一時的に

返還を受け、速やかに保存票を作成して裁判所の長により特別保存に付する認定を得る。 

⑸ 上訴審の担当書記官は、少年調査記録を確認し、他の審級で特別保存予定となっていな

い事件について、上訴審の事件終局時における本文２の⑴のウの申出を行うか否かの検討

結果に従い、少年調査記録表紙の余白に申出の有無を記載し、申出を行う場合には、記録

係等へ少年調査記録を引き継ぐまでに⑴のアの処理を行うとともに、申出書を作成し、当

該事件の少年調査記録に添付して上訴審の記録係等に送付する。 

⑹ 上訴審の記録係等は、事件担当部から少年調査記録の引継を受けた後、⑸の申出があっ

た事件について、申出書を受理した上で、次のア及びイの処理を行う。また、他の審級へ

の少年調査記録送付時に、同記録の末尾に確認票及び申出書を編てつし、記録送付書に「少

年調査記録につき特別保存予定（事件担当部申出）、少年調査記録に確認票及び申出書添

付」と記載する方法により、他の審級に対し特別保存予定である旨を通知する。なお、上

訴審の記録係等に事件記録が引き継がれた後に申出があった場合は、⑴のアの処理を行う

ほか、前記と同様の処理を行う。 

ア ⑸において⑴のアの処理が行われていることを確認する。 

イ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

⑺ 上訴審から少年調査記録の返還を受けた第一審の記録係等は、⑹による記録送付書の記

載、上訴審による少年調査記録表紙への朱書、少年調査記録末尾への確認票及び申出書の

添付の有無を確認し、上訴審において⑸の申出があった事件については、索引票の「保存」

の箇所又は裁判事務支援システムの備考欄へ「特別保存予定（事件担当部申出）」と記載又

は入力する。さらに、第一審又は上訴審において特別保存予定となった事件の少年調査記

録について、⑶又は⑷の規定により特別保存に付する認定を得るとともに、⑵で作成した

確認票又は⑹において上訴審から送付された確認票の所定の欄に必要な事項を記載する。 

  



 

 

別紙２ 

本文２の⑴の各基準による認定プロセス（執行記録関係） 

１ 本文２の⑴のイの基準（日刊紙２紙掲載）による認定プロセス 

⑴ 地方裁判所本庁の事務局総務課は、主要日刊紙に掲載された事件終局に関する記事（管

内の支部に関するものを含む。）の写しを、本庁の総括執行官に交付する。 

⑵ 総括執行官は、⑴の記事の写しを確認し、本文２の⑴のイに該当する事件について、事

件担当執行官に連絡する。 

⑶ ⑵の連絡を受けた事件担当執行官は、次のア及びイの処理を行う。 

ア 執行記録表紙の余白に「特別保存予定（２紙掲載）」と朱書する。 

イ 執行官事務を管理するシステム（以下別紙２において「事件管理システム」という。）

の備考欄に「特別保存予定（２紙掲載）」と入力する。 

⑷ 総括執行官は、事件担当執行官から執行記録の引継を受けた後、次のア及びイの処理を

行い、当該事件の執行記録について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保

存に付する認定を得る。 

ア ⑶のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

２ 本文２の⑴のウの基準（事件担当部等申出）による認定プロセス 

⑴ 事件担当執行官は、事件終局時における本文２の⑴のウの申出を行うか否かの検討結果

に従い、執行記録表紙の余白に申出の有無を記載し、申出を行う場合には、総括執行官へ

執行記録を引き継ぐまでに次のア及びイの処理を行うとともに、申出書を作成し、当該執

行記録に添付して総括執行官に送付する。 

ア 執行記録表紙の余白に「特別保存予定（事件担当執行官申出）」と朱書する。 

イ 事件管理システムの備考欄に「特別保存予定（事件担当執行官申出）」と入力する。 

⑵ 総括執行官は、事件担当執行官から、執行記録の引継を受けた後、⑴の申出があった事

件について、申出書を受理した上で、次のア及びイの処理を行い、当該執行記録について、

速やかに保存票を作成し、裁判所の長により特別保存の認定を得る。 

ア ⑴のア及びイの各処理が行われていることを確認する。 

イ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

３ 本文２の⑵の基準（特別保存の要望）による認定プロセス 

 ⑴ 規則第７条の要望は、原則として別紙様式第４の要望書を提出する方法によることとし、

その方法等については、ウェブサイトに掲載して公表するとともに、弁護士会に情報提供

を行う。 

⑵ ⑴の要望書が提出された際は、規則第３条第１号に掲げる裁判所の総括執行官において

受理する。 



 

 

⑶ 総括執行官は、候補事件について、次のアからエまでの処理を行う。なお、候補事件の

執行記録については、執行記録の保存期間満了の後も、特別保存に付するか否かの認定を

行うまでは廃棄しないものとする。 

ア 執行記録の表紙の余白に「特別保存候補」と朱書する。 

イ 事件管理システムの備考欄等に「特別保存候補」と入力する。 

ウ 確認票を作成し、所定の欄に必要な事項を記載する。 

エ 他の執行記録等と明確に区別して保管する。 

⑷ 裁判所の長は、選定委員会に意見を聴いて、候補事件の執行記録について特別保存に付

さない認定をしようとする場合には、その適否について、最高裁判所が設置する記録の保

存の在り方に関する委員会に、別紙様式第５に要望の理由及び事件の概要、特別保存に付

さない認定をしようとする理由並びにその他同委員会の判断に資する事項を記載し、要望

書の写しを添付した上で、意見を求める。 

⑸ 裁判所の長は、⑷により記録の保存の在り方に関する委員会に意見を求めたときは、同

委員会の意見を尊重して特別保存に付するか否かの認定を行う。なお、要望に対する認定

を行ったときは、別紙様式第６の報告書により速やかに最高裁判所に報告する。 

⑹ 裁判所の長は、要望に対する認定を行ったときは、要望を提出した者に対し、別紙様式

第７の通知書によりその結果を通知する。 

⑺ 裁判所の長が候補事件の執行記録について特別保存に付する認定を行ったときは、⑵の

総括執行官は、当該執行記録について、速やかに保存票を作成し、裁判所の長の確認を受

ける。また、執行記録について特別保存に付さない認定が行われた候補事件について、次

のア及びイの処理を行う。 

ア ⑶のアで行った執行記録の表紙への朱書を二重線で削除する。 

イ ⑶のイで行った事件管理システムの備考欄等への入力に、「付さない認定済み」と追

記する。 

⑻ ⑵の総括執行官は、要望を受けてから結果通知までの経過について、確認票の所定の欄

に必要な事項を記載する。 

 



別紙様式第１－１

裁判所　　　　支部

記録（事件書類）

の表示

事　件　名

（通　　　称）

特別保存の理由

認定プロセス

事件の

概要及び特徴

備考

特別保存認定日 　　　年　　　月　　　日

□　記録　　　　　冊

□　事件書類　　　冊　　通

電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事件の場合

□　電磁的事件記録

□　非電磁的事件記録　　冊

□　（電子裁判書等のみの場合）　電子裁判書等　　通

別紙　□確認票（□写し）　□申出書（□写し）

特別保存記録等保存票（事件記録等）

□　⑴重要な憲法判断が示された。

□　⑵重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考

　　　になる判断が示された。

□　⑶訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された。

□　⑷世相を反映した事件で史料的価値が高い。

□　⑸全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方における特殊な意義を有す

　　　る。

□　⑹調査研究の重要な参考資料となる。

□　⑺少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った。

□　その他

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　年（　　）第　　　　　　号

□　判例集・裁判集登載

□　日刊紙２紙掲載

□　事件担当部申出・事件担当執行官申出（理由　上記　に該当）

    （□　歴史的緊急事態に関連するもの　□　激甚災害に関連するもの）

□　特別保存の要望

　　□　事件関係者（□　当事者　□　被害者　□　その他　　　　　　　）

　　□　弁護士会　□　学術関係者

　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保存の対象



別紙様式第１－２

裁判所　　　　支部

少年調査記録

の表示

事 件 番 号

事件名（通称）

保存の対象

特別保存の理由

認定プロセス

事件の

概要及び特徴

備考

特別保存認定日 　　　年　　　月　　　日

別紙　□確認票　□申出書

特別保存調査記録保存票

□　⑴重要な憲法判断が示された。

□　⑵重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考

　　　になる判断が示された。

□　⑶訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された。

□　⑷世相を反映した事件で史料的価値が高い。

□　⑸全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方における特殊な意義を有す

　　　る。

□　⑹調査研究の重要な参考資料となる。

□　⑺少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った。

□　その他

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　少年調査記録　　　　冊

□　判例集・裁判集登載

□　日刊紙２紙掲載

□　事件担当部申出（理由　上記　に該当）

　（□　歴史的緊急事態に関連するもの　□　激甚災害に関連するもの）

□　特別保存の要望

　　□　事件関係者（□当事者　□被害者　□その他　　　　　　　）

　　□　弁護士会　□学術関係者

　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生

　年（　　）第　　　　　　号
特別保存の原因

となった事件



 

別紙様式第２－１                                

特別保存経過確認票 
 ①第一審庁名：          事件番号：     (    )       ） 

 ②控訴審庁名：          事件番号：     (    )       ） 

 ③上告審庁名：          事件番号：     (   )       ） 

 

各基準の処理（処理庁：□①・□②・□③）  

□判例集登載（□判民 □裁民 □判刑 □裁刑）→上訴審へ情報提供（□済 □不要） 

□２紙掲載・□事件担当部申出 

→特別保存予定事件としての処理 

  □記録表紙に朱書 □事件管理システム入力（□「特別保存」登録）（又は □事件簿記載） 

  □電子提出システム入力 □非電磁的事件記録表紙に朱書 

   （□返還又は送付する記録について、事件記録送付書に記載） 

   （②③庁のみ：□確認票写し編てつ又は引継・□申出書写し編てつ又は引継） 

        

Ａ庁：□要望書提出→他の審級へ通知（□済 □不要）（→□送付）／Ｂ庁：□要望の通知受 

→□Ａ庁 □Ｂ庁 特別保存候補事件としての処理  

□記録表紙朱書 □事件管理システム入力（□「特別保存」登録）（又は□事件簿記載） 

□電子提出システム入力 □非電磁的事件記録表紙に朱書 

Ａ庁（本庁）のみ（要望書の提出を受けた裁判所（本庁）の処理） 

・選定委員会開催日【  ・  ・  】→選定委員会意見 □付す □付さない 

・長による認定 □付す（認定日は◎の欄に記載）→ □結果通知 

        □付さない認定をしようとするとき→※第三者委員会へ 

※第三者委員会開催日【  ・  ・  】→委員会意見 □付す □付さない 

→長による認定 □付す（認定日は◎の欄に記載）□付さない → □結果通知 

Ａ庁：他の審級へ通知（□済 □不要） 

 

●認定～認定後の処理（処理庁：□①・□②・□③） 

①庁のみ（上訴審で特別保存予定となった事件に係る記録返還後の処理） 

□記録表紙に朱書 □事件管理システム入力（□「特別保存」登録）（又は □事件簿記載） 

 □電子提出システム入力 □非電磁的事件記録表紙に朱書 

●裁判所の長による認定 

①庁（対象：□事件記録（及び事件書類） □保存票作成 【◎認定日  ・  ・  】 

②庁（対象：□規則別表第二の原本）   □保存票作成 【◎認定日  ・  ・  】 

③庁（対象：□規則別表第二の原本）   □保存票作成 【◎認定日  ・  ・  】 

●認定後の処理 

・事件記録表紙に朱書又は電子提出システムに入力及び非電磁的事件記録表紙に朱書 

（□①庁「特別保存」／□②庁「裁判書原本を特別保存」／□③庁「裁判書原本を特別保存」） 

・事件簿又は事件管理システムへ朱書又は入力 

（□①庁「特別保存」／□②庁「裁判書原本を特別保存」／□③庁「裁判書原本を特別保存」） 

・事件書類又は附属事項のうち書類の編冊の表紙に「特別保存」と朱書 

（□①庁／□②庁／□③庁） 

・裁判原本等保存簿の備考に「特別保存」と朱書（□①庁／□②庁／□③庁） 

・保存票の保存 

①庁 □確認票（□写し）・□申出書（□写し） 

②庁 □確認票（□写し）・□申出書（□写し） 

③庁 □確認票・□申出書 

・保存票の送付（最高裁への報告）（□ ①庁／□ ②庁／□ ③庁） 



別紙様式第２－２                                

特別保存経過確認票（少年調査記録）  
①第一審庁名  ：    家裁    支部  事件番号：      (    )        

②抗告審庁名  ：    高裁    支部  事件番号：      (    )        

③再抗告審庁名：   最高裁       事件番号：      (   )        

 

少年氏名：            

保存期間満了（予定）日：（   ・   ・   ）  

記録の所在：□①庁（□執行機関（           ）に送付中）  

□①庁から新たな事件の係属した家裁（        ）に送付済み  

□②庁（①庁に返還前）  

□③庁（①庁に返還前）  

各基準の処理（処理庁：□①・□②・□③）   

 

□２紙掲載・□事件担当部申出  

→特別保存予定事件としての処理  

   □記録表紙に朱書（□予定事件である旨の表示  及び  □事件番号右に「特」）  

（①庁のみ：□裁判事務支援システム入力（又は  □索引票記載））  

   （□返還又は送付する記録について、事件記録送付書に記載）  

   （②③庁のみ：□確認票編てつ・□申出書編てつ）  

 

各基準の処理（処理庁：□①）   

□判例集登載（□判刑  □裁刑）  

 

□特別保存の要望  

→特別保存候補事件としての処理  

   □記録表紙に朱書（□候補事件である旨の表示  及び  □事件番号右に「特」）  

□裁判事務支援システム入力（又は  □索引票記載）  

・選定委員会開催日【   ・   ・   】→選定委員会意見  □付す  □付さない  

・長による認定  □付す（認定日は◎の欄に記載）→  □結果通知  

        □付さない認定をしようとするとき→※第三者委員会へ  

※第三者委員会開催日【   ・   ・   】→委員会意見  □付す  □付さない  

→長による再認定  □付す（認定日は◎の欄に記載）□付さない  →  □結果通知  

 

●認定～認定後の処理（処理庁：□①）  

上訴審で特別保存予定となった事件に係る記録返還後の処理  

□裁判事務支援システム入力（又は  □索引票記載））  

                  

●裁判所の長による認定  

□保存票作成  【◎認定日   ・   ・   】   

   

●認定後の処理  

□事件記録表紙に朱書  

□索引票又は裁判事務支援システムへ朱書又は入力  

□保存票の保存  □確認票・□申出書  

□保存票の送付（最高裁への報告）  



                                   

別紙様式第２－３ 

 

特別保存経過確認票（執行記録用） 
 庁名：          事件番号：     (    )        

  

 

各基準の処理  

 

□２紙掲載・□事件担当執行官申出 

→特別保存予定事件としての処理 

  □執行記録表紙に朱書 □事件管理システム入力 

    

        

支部：□要望書提出→□本庁へ送付／本庁：□要望の通知受領 

→本庁 特別保存候補事件としての処理  

□執行記録表紙朱書 □事件管理システム入力 

本庁（要望書の提出・送付を受けた本庁の処理） 

・選定委員会開催日【  ・  ・  】→選定委員会意見 □付す □付さない 

・長による認定 □付す（認定日は◎の欄に記載）→ □結果通知 

        □付さない認定をしようとするとき→※第三者委員会へ 

※第三者委員会開催日【  ・  ・  】→委員会意見 □付す □付さない 

→長による認定 □付す（認定日は◎の欄に記載）□付さない → □結果通知 

                  

●裁判所の長による認定 

本庁（対象：執行記録）  □保存票作成 【◎認定日  ・  ・  】  

   

●認定後の処理 

・□執行記録表紙に朱書 

・□事件管理システム入力 

 

・保存票の保存 

本庁 □確認票・□申出書 

 

・□保存票の送付（最高裁への報告） 



 

別紙様式第３ 

 

 

令和  年  月  日   

 

○○裁判所長 殿 

 

○○裁判所○○第○部    

 

申 出 書 

下記１の事件は、下記２の理由により、史料又は参考資料となるべき事件として

事件記録及び事件書類（□並びに少年調査記録）を特別保存に付すことが相当と思

料します。 

記 

１ 事件番号及び事件名 

令和○年（○）第○○○号  

・・・・・・・・・事件 

２ 理由 

□ 重要な憲法判断が示された事件 

 □ 重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる

判断が示された事件 

 □ 訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された事件 

 □ 世相を反映した事件で史料的価値の高いもの 

  （□ 歴史的緊急事態に関連するもの  □ 激甚災害に関連するもの） 

 □ 全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する

事件で特に重要なもの 

（□ 歴史的緊急事態に関連するもの  □ 激甚災害に関連するもの） 

 □ 民事及び家事の紛争、少年非行等に関する調査研究の重要な参考資料になる

事件 

□ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件 

裁判官(長)確認済 □ 

 



 

別紙様式第４                           

（注） 該当する事項の□にレを付する。 

特 別 保 存 要 望 書 

                                           令和     年    月    日 

         裁判所  御中 

 

 住   所      

 職   業      

 氏   名                                  

 電話番号      （        －      －        ） 

 

 下記記録等の特別保存を要望します。 
 
 
 
 
 
 
対象事件の 

 

表示 

□ 

□ 

□ 

□ 

地方裁判所 

家庭裁判所 

簡易裁判所 

     支部 

     支部 
□平成 

□令和     年（   ）      号 

□ 

 
【事件に関する情報】 

 

 

 

保存の対象 

 

 

保存の対象には、事件記録、判決書原本等の事件書類、電子裁判書等のほか、少

年事件については少年調査記録が含まれます。 

 

 

 

 

 

特別保存の 

 

理由     

該当するもの（複数選択可）の符号に○をつけてください。 

ア 重要な憲法判断が示された。 
イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された。 

ウ 訴訟運営上特に参考になる審理方法により処理された。 

エ 世相を反映した事件で史料的価値が高い。 

オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義 

を有する。 

カ 調査研究の重要な参考資料となる。 

キ 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った。 

ク その他 

 

【理由の概要】 （上記ア～クのいずれの場合も記載してください。） 

   （□ 歴史的緊急事態に関連するもの  □ 激甚災害に関連するもの） 

 

 
 備    考 

 



別紙様式第５ 

 

 

令和  年  月  日   

 

記録の保存の在り方に関する委員会 御中 

 

○○地方裁判所長    

 

特別保存の認定について 

 当庁において、下記１の事件の記録等を下記２の理由により特別保存に付さない

認定をすることについて、貴委員会の意見を求めます 

記 

１ 事件番号及び事件名 

令和○年（○）第○○○号 

・・・・・・・・・事件 

２ 理由 

 ⑴ 要望の理由（□ 別添要望書写しのとおり） 

  

 ⑵ 事件の概要（□ 別添          写しのとおり） 

 

 ⑶ その他 

 

 

 

３ 添付書類 

□ 要望書写し 

□ 判決書写し 

□  



                         

別紙様式第６ 

令和 年  月  日   

 

記録の保存の在り方に関する委員会 御中 

 

○○地方裁判所長    

 

報 告 書 

 当庁からの事件記録等の特別保存に関する規則第８条本文の求意見に対し、貴委

員会より送付を受けた意見書記載の事件の記録等について、特別保存に付するか否

かの認定結果を同規則第１８条第２項に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

１ 事件番号及び事件名 

令和○年（○）第○○○号 

・・・・・・・・・事件 

２ 認定結果 

    □ 特別保存に付する認定 

    □ 特別保存に付さない認定 

 



 

別紙様式第７                         

 

令和 年  月  日   

 

○ ○ ○ ○ 殿 

 

○○地方裁判所長    

 

通 知 書 

令和●年●月●日付け（同月●日受付）で申出がありました下記１の特別保存の

要望について、下記２のとおりとしましたので通知します。 

記 

１ 特別保存の要望の対象事件 

令和○年（○）第○○○号 

・・・・・・・・・事件 

２ 結果 

□ 特別保存に付すことになりました。 

 □ 特別保存に付さないことになりました。 

  

 



別紙様式第８

特別保存に付した事件（令和○年）

番号 庁名 事件番号 事件名

1 本庁 令和○年（ワ）○○○号 損害賠償請求事件

2 ○○支部 令和×年（ワ）××号 損害賠償請求事件



別紙様式第９－１                        

 

 

令和○年○○月○○日 

 

○○少年院 御中 

○○家庭裁判所         

担当：○○係 ○○○○    

電話：000-000-0000      

          

特別保存に係る少年調査記録返還依頼書 

 

 下記少年調査記録について特別保存に係る手続を行うため、同記録の返

還を依頼します。 

手続の終了後は、速やかに貴庁へ同記録を送付します。 

なお、事務支障があり、速やかな返還が困難な場合は、上記担当者宛て

に返還予定時期を連絡してください。 

記 

少年の氏名  ○ ○ ○ ○ 

生 年 月 日  平成・令和  年  月  日生 

特別保存の原因となるべき事件の事件番号 

       平成・令和○年（○）第○○○○○号 

 



別紙様式第９－２                        

 

令和○年○○月○○日   

 

○○家庭裁判所 御中 

 

○○家庭裁判所         

担当：○○係 ○○○○    

電話：000-000-0000      

          

特別保存に係る少年調査記録送付依頼書 

 

 当庁において、下記少年調査記録について特別保存に係る手続を行うと

ころ、同記録が貴庁に保管中と思われますので、当庁に送付してください。 

手続の終了後は、速やかに貴庁へ同記録を返還します。 

 なお、事務支障があり、速やかな送付が困難な場合は、上記担当者宛て

に送付予定時期を連絡してください。 

おって、移送等により同記録が貴庁にないときは、同記録の所在庁に本

書面を回送してください。 

記 

少年の氏名  ○ ○ ○ ○ 

生 年 月 日  平成・令和  年  月  日生 

特別保存の原因となるべき事件の事件番号 

平成・令和○年（○）第○○○○○号 



別紙様式第１０                         

令和○年○○月○○日   

 

○○家庭裁判所 御中 

       

○○家庭裁判所          

（担当：○○係 ○○○○）    

 

特別保存をする家庭裁判所に対する少年調査記録送付書 

  

下記少年調査記録について、保存期間が満了したため、特別保存をする

貴庁に送付します。 

記 

少年の氏名   ○ ○ ○ ○ 

生年月日    平成・令和○○年○○月○○日 

保存期間満了日 令和  年  月  日 

特別保存の原因となった事件の事件番号 

        平成・令和○年（○）第○○○○○号 

冊数      ○ 冊 

_________________________________________________________________ 

令和○年○○月○○日 

○○家庭裁判所 御中 

○○家庭裁判所          

（担当：○○係 ○○○○）    

 

受領書 

 

上記少年調査記録（○冊）を受領しました。 


